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ご遺族の方へ

ご家族の方のご逝去、謹んでお悔み申し上げます。
渋谷区では、ご家族の皆様が届出などをしなければならない、区役所を中心とした諸手続きに
つきまして、少しでもわかりやすく進めていただけるようハンドブックを作成いたしました。
このハンドブックが、ご遺族の皆様に少しでもお役に立てば幸いです。

渋谷区役所　03-3463-1211（代表）

STEP33 各種手続きチェックリスト 
該当手続きの把握後、詳しい情報が必要な場合は、各種手続き
ページをご覧ください。

STEP11 持ち物の確認 
次ページの「来庁時の持ち物について」を
ご確認ください。

STEP22 委任状について 
相続人や年金請求者が来庁できない場合は、委任状が必要です。
相続人について、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

STEP44 ご来庁ください
本紙と必要なものをご持参の上、渋谷区役所へお越しください。

事前準備について

おくやみ手続きナビ利用案内

渋谷区役所にて各種手続きをする今後の流れになります。
まずは下記をご確認いただき、ご来庁の前に、事前準備をしましょう。

スマートフォンや PC で簡単な質問に答えるだけで必要な手続きが確認
できるおくやみ手続きナビもぜひご利用ください。

渋谷区おくやみ手続きナビ URL：https://www.okuyaminavi.net/municipalities/13113
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来庁時の持ち物について

ご遺族の方の必要なもの

□  来庁される方の本人確認書類（下記「本人確認書類について」参照）

□  認印（※相続人代表および喪主）

□  預貯金通帳、銀行届出印（※相続人代表および喪主、年金請求者）

※相続人や年金請求者が来庁できない場合、委任状が必要です。

亡くなられた方の必要なもの

□  �基礎年金番号が記載されているもの（年金手帳、基礎年金番号通知書または
年金証書）

□  �国民健康保険資格確認書、後期高齢者医療資格確認書
※国民健康保険の世帯主が亡くなられた場合で、同じ世帯の中に国民健康保険加入者がい
　る場合は、国民健康保険加入者全員の資格確認書
※亡くなられた方の各種認定証（限度額適用認定証、特定疾病療養受療証など）

□  介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証

□  医療福祉費受給者証（マル福）

□  身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、自立支援医療受給者証

本人確認書類について

□  １点で本人確認できる書類（顔写真付きに限る） 

運転免許証、運転経歴証明書（平成２４年４月１日以降のもの）、パスポート（２０２０
年２月３日までに発行されたもの）、マイナンバーカード、在留カード、
特別永住者証明書　など

□  ２点で本人確認できる書類 

健康保険・後期高齢者医療の資格確認書、介護保険被保険者証、
医療受給者証、各種年金手帳、学生証　など

※有効期限のあるものは、有効期限内のものに限ります。

手続きによって必要なものは異なりますが、下記のものは必要になることが多いので、お持ち
の上、ご来庁ください。
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

住
民
登
録

□ マイナンバーカード・個人番号通知カードを持っていた
P.5

□ 印鑑登録をしていた

□ 世帯主である P.6

税
金

□ 住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）が課税されていた P.7

□ 住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）を含む相続を放棄したい P.8

□ 住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）の納付が済んでいない P.9

□ 原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた P.10

保
険

□ 国民健康保険に加入していた P.11

□ 後期高齢者医療保険に加入していた P.13

年
金

□ 年金を受給していた
P.15

□ 年金に加入中だった

福
祉
（
高
齢
者
）

□ 高齢者見守りサービスを利用していた
P.16

□ 高齢者救急通報システムを利用していた

□ 区内特別養護老人ホームに申込をしていた
P.17

□ セーフティーネット見守りサポートを利用していた

□ 高齢者おかえりサポートメールを利用していた
P.18

□ GPSを活用した認知症高齢者位置情報探索サービスを利用していた

□ 見守りキーホルダーを利用していた P.19

介
護
保
険

□ 65歳以上または介護認定を受けていた
P.20

□ 介護保険課から送付する郵便物の送付先を変更したい

□ 介護（介護予防）サービスを利用していた 高額介護サービス費が発生していた P.21

福
祉
（
障
が
い
）

□ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳（療育手帳）を交付さ
れていた P.22

□ 障害児福祉手当を受給していた

□ 特別障害者手当を受給していた P.23

□ 特別児童扶養手当を受給していた P.24

□ 心身障害者福祉手当を受給していた
P.25

□ 重度心身障害者手当を受給していた

□

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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区分 ✓ 該当事項 詳細ページ

福
祉
（
障
が
い
）

□ 自立支援医療受給者証を利用して通院していた
P.26

□ 心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

□ 心身障害者医療費助成制度（マル障）の助成を受けていた
P.27

□ 難病医療費助成を受けていた

□ 福祉タクシー券および福祉理美容券を利用していた
P.28

□ 心身障害者（児）自動車燃料費助成を受給していた

□ 児童通所施設を利用していた
P.29

□ 障害福祉サービスを利用していた

□ 心身障害者救急通報システムを利用していた
P.30

□ 心身障害者緊急介護人、重度脳性麻痺者介護人の派遣を利用していた

□ 心身障害者（児）入浴介助、リフト付タクシー、介護タクシー利用料助成、
心身障害者寝具乾燥、配食サービスを利用していた P.31

□ 東京都大気汚染医療費助成の医療券、B・C型ウイルス肝炎医療費助成の
医療券を交付されていた

P.32
□ 被爆者健康手帳、健康診断受診者証または健康診断受診票（2世）を交付

されていた

子
ど
も

□ 児童手当を受給していた
P.33

□ 児童扶養手当を受給していた

□ 子ども医療費助成医療証を交付されていた
P.34

□ ひとり親家庭等医療費助成医療証を交付されていた

□ 養育医療券を交付されていた
P.35

□ 自立支援医療受給者証（育成医療）を交付されていた

□ 小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されていた
P.36

そ
の
他

□ 道路を占用していた

□ 家財整理をしたい P.37

□ 実家が空家になった（なりそう）  ※区役所外手続き P.38

□

死亡に伴う各種手続きチェックリスト（該当事項をご確認いただき、詳細ページを参照してください）
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１．住民登録に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方がマイナンバーカードをお持ちだった場合、死亡日
をもってカードは廃止となります。カードを返却してください。

なお、カードの返却については各出張所でも受け付けています。

※亡くなられた方のマイナンバーは、マイナンバーカード返却後
確認していただくことができなくなります。すべてのお手続きが
完了してからご返却いただくか、番号を控えておくことをお勧め
します。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のマイナンバーカード・個人番号通知カード

　 
※マイナンバーカードと個人番号通知カードの返却は任意です。

住民戸籍課 マイナンバー
カード管理主査
☎ 03-3463-1785
FAX：03-5458-4914

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が印鑑登録をしていた場合、その方の印鑑登録は死亡日
をもって失効します。

同時に、印鑑登録証（カード）は無効となりますので、返却または破棄
してください。

なお、印鑑登録証（カード）の返却については各出張所でも受け付けて
います。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の印鑑登録証（カード） 住民戸籍課 住民登録係
☎ 03-3463-1675
FAX：03-5458-4914

カードの返却手続き

印鑑登録証（カード）の返却または破棄手続き

マイナンバーカード・個人番号通知カードを持っていた

印鑑登録をしていた 
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１．住民登録に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方と同一の世帯に、15歳以上の方が2人以上いる場合のみ
必要となります。

亡くなられた日から
14日以内

手続き可能な人

①同一世帯の方
②代理人（委任状が必要）

必要なもの 問い合わせ先

□ 届出人の本人確認書類 住民戸籍課 住民登録係
☎ 03-3463-1675
FAX：03-5458-4914

世帯主変更手続き

世帯主である

MEMO  
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２．税金に関する手続き

相続人代表者指定届の提出 手続き

手続き詳細 期　限

1 月 1 日（賦課期日）現在、渋谷区に住所があり、前年中の所得額
が一定額以上ある人は住民税が課税され、納税通知書を 6 月に送付
しています。1 月 2 日以降亡くなられた場合でも納付する必要があり、
財産を相続した方が｢相続人｣として納税義務を負うことになります。

亡くなられた方に住民税が課税されており、これから納付や還付の
お手続きが必要となる場合、納税通知書・納付書などの書類は、相
続人の代表者に送付します。

戸籍調査の上、税務課から法定相続人に対しお知らせと「相続人代
表者指定届」をお送りします。法定相続人のうち、どなたが相続人
の代表者になるのか予めご相談の上、代表者が「相続人代表者指定届」
に必要事項を記入し、ご返送ください。

なお、指定の期日までに「相続人代表者指定届」が提出されなかっ
た場合は、税務課が相続人代表者を指定します。

※�法定相続人の方が一人の場合などにより、税務課が対象の方を相
続人代表者として指定することがあります。

指定届と同封のお知らせに
記載の期日（概ね１ヶ月）

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続人代表者指定届 税務課 課税第一係・第二係
☎ 03-3463-1719・1726

FAX：03-5458-4913　

住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）が課税されていた

MEMO  
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２．税金に関する手続き

MEMO  

相続放棄に係る手続き手続き

手続き詳細 期　限

相続人が相続を放棄した場合、その納税義務は継承されません。

住民税を含めた全ての相続を放棄したい場合は、亡くなられた方の
最後の住所地を所管する家庭裁判所で、相続放棄申述のお手続きを
してください。

また、住民税の相続放棄手続きを完了するには、家庭裁判所が発行
する「相続放棄申述受理通知書」の写しなどの提出が必要になります。
通知書の発行が終わりましたら、税務課課税第一係・第二係までご
送付ください。

※�相続放棄をされた方が複数人いる場合は、全ての方について提出
が必要です。

相当な期間（概ね 3 ヶ月）

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 相続放棄申述受理通知書（写し） 東京家庭裁判所・家事訟廷
記録係（最後の住所地が特
別区内の場合）

☎ 03-3502-5337

税務課 課税第一係・第二係

☎ 03-3463-1719・1726

FAX：03-5458-4913　　

住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）を含む相続を放棄したい チ
ェ
ッ
ク
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ト
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２．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

納付が済んでいない場合（未納や未到来分）は、相続人に納税義務
が継承されます。相続人代表者には改めて納税通知書と共に納付書
をお送りいたします。

納税通知書に記載の納期
限まで

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

□ 納付書 税務課 税務管理係
☎ 03-3463-3843

FAX：03-5458-4913

納付に係る手続き手続き①

手続き詳細 期　限

手続きは不要です。
亡くなられたことが判明した場合、口座振替は停止されます。
その後、口座振替の停止通知を送付します。なお、非課税または住
民税を完納している場合は、通知を行いません。

なし

手続き可能な人

なし

必要なもの 問い合わせ先

なし 税務課 税務管理係
☎ 03-3463-3843

FAX：03-5458-4913　

口座振替の停止について手続き②

住民税（特別区民税・都民税・森林環境税）の納付が済んでいないチ
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２．税金に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両（ナンバープレート）を相続しない場合、必
ず廃車（ナンバープレートの返納）の手続きをしてください。

亡くなられた日から
30日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書

□ 手続き者の本人確認書類

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など）

□ 相続人以外の方が手続きする場合のみ：相続人からの委任状

①相続人の方
②相続人とご同居のご家

族の方
③その他の方
※③の方が手続きされる

場合には、相続人からの
廃車に関する委任状が
必要となります。

問い合わせ先

税務課 税務管理係
☎ 03-3463-3843
FAX：03-5458-4913

手続き詳細 期　限

亡くなられた方の名義の車両を相続する場合は、名義変更の手続きを
してください。

※相続人以外の方への名義変更については、お問い合わせください。

亡くなられた日から
15日以内

必要なもの 手続き可能な人

□ ナンバープレート

□ 標識交付証明書

□ 手続き者の本人確認書類

□ 亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類（戸籍謄本など）

□ 相続人以外の方が手続きする場合のみ：相続人からの委任状

①相続人の方
②相続人とご同居のご家

族の方
③その他の方
※③の方が手続きされる

場合には、相続人からの
名義変更に関する委任
状が必要となります。

問い合わせ先

税務課 税務管理係
☎ 03-3463-3843
FAX：03-5458-4913　

原動機付自転車（125cc以下）・小型特殊自動車を所有していた

廃車の手続き手続き①

相続人への名義変更手続き②
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３．保険に関する手続き

葬祭費の申請手続き②
手続き詳細 期　限

被 保 険者が亡くなられたときは、葬 祭を行った方に対して葬 祭 費
（70,000円）が支給されます。
※�国民健康保険に加入して３ヶ月以内に亡くなられた方は、加入前の健

康保険からこれに相当する給付がある場合は支給されません。
※�申請書に死亡原因、葬儀を行った日など、記入する必要があります。

葬祭を行った日の翌日から
2 年間

手続き可能な人

葬祭を行った方

必要なもの 問い合わせ先

□ 国民健康保険葬祭費支給申請書
□ 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書
※すでに返却された場合は不要です。
□ 葬儀費用の領収書の写し
※亡くなられた人と申請者のフルネームが記載されたもの
□ 葬祭を行った方の預金口座のわかるもの

国民健康保険課 給付係
☎ 03-3463-1776
FAX：03-5458-4940

国民健康保険に加入していた

資格確認書の返却手続き①
手続き詳細 期　限

被保険者が亡くなられた場合は、不正使用などを防ぐために資格確認
書を回収しています。
※�区役所本庁舎または各出張所に返却が難しい場合は、はさみなどで

細かくしてから処分してください。
※資格情報のお知らせは返却不要です。

※令和6年12月2日から保険証の新規交付は終了し、マイナ保険証を基
本とする仕組みへと移行しました。マイナ保険証を持っていない人に
は「資格確認書」、マイナ保険証を持っている人には「資格情報のお
知らせ」を交付しています。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の国民健康保険資格確認書 国民健康保険課 資格賦課係
☎ 03-3463-1781
FAX：03-5458-4940
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３．保険に関する手続き

相続人による送付先変更依頼書の提出手続き④

国民健康保険の世帯主変更手続き③

手続き詳細 期　限

後日、区より亡くなられた方の生前のご住所に保険料の通知書、未納
または還付に関するお手紙を送付する場合があります。

独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など送付した郵
便物が返戻になるおそれのある方は送付先変更依頼書をご提出くだ
さい。

なお、既に送付先変更依頼書を提出されていて、亡くなられた後も送
付先に変更がない方は、改めて同依頼書を提出する必要はございませ
ん。

-

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

なし 国民健康保険課
資格賦課係
☎ 03-3463-1781
FAX：03-5458-4940

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が世帯主で、同世帯に国民健康保険に加入している方
がいる場合、死亡届の提出および世帯主変更が行われると、自動的に
国民健康保険の世帯主も変更されます。必要に応じて、新しい資格情
報のお知らせまたは資格確認書を送付しますので、ご来庁は不要です。
ご不明な点等あれば国民健康保険課資格賦課係までお問い合わせく
ださい。

-

手続き可能な人

-

必要なもの 問い合わせ先

なし 国民健康保険課
資格賦課係
☎ 03-3463-1781
FAX：03-5458-4940
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３．保険に関する手続き

葬祭費の申請手続き②
手続き詳細 期　限

被 保 険者が亡くなられたときは、葬 祭を行った方に対して葬 祭 費
（70,000円）が支給されます。

※後期高齢者医療制度に加入して３ヶ月以内に亡くなられた方は、加入
前の健康保険からこれに相当する給付がある場合は支給されません。

※申請書に死亡原因、葬儀を行った日など、記入する必要があります。

葬祭を行った日の翌日から
2 年間

手続き可能な人

葬儀を行った方

必要なもの 問い合わせ先

□ 葬祭給付金支給申請書

□ 葬儀会社発行の領収書の写し（あて名が申請者名で、故人の葬
儀代金であることが記載されているもの）

□ 申請者の振込先金融機関口座のわかるもの 

国民健康保険課
高齢者医療係
☎ 03-3463-1897
FAX：03-5458-4940

資格確認書等の返却手続き①
手続き詳細 期　限

亡くなられた方が、後期高齢者医療資格確認書、特定疾病療養受療証
等をお持ちの場合はご返却ください。

※区役所本庁舎または各出張所に返却が難しい場合は、はさみなどで
細かくしてから処分してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の後期高齢者医療資格確認書（お持ちの方のみ）

□ 亡くなられた方の特定疾病療養受療証（お持ちの方のみ）

国民健康保険課 
高齢者医療係
☎ 03-3463-1897
FAX：03-5458-4940　

後期高齢者医療保険に加入していたチ
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３．保険に関する手続き

MEMO  

相続人による送付先変更依頼書の提出手続き③
手続き詳細 期　限

後日、区より亡くなられた方の生前のご住所に保険料の未納または還
付に関するお手紙を送付する場合があります。

独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など送付した郵
便物が返戻になるおそれのある方は送付先変更依頼書をご提出くだ
さい。

なお、既に送付先変更依頼書を提出されていて、亡くなられた後も送
付先に変更がない方は、改めて同依頼書を提出する必要はございませ
ん。

なし

手続き可能な人

相続人

必要なもの 問い合わせ先

なし 国民健康保険課 
高齢者医療係
☎ 03-3463-1897
FAX：03-5458-4940
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４．年金に関する手続き

必要な手続きの確認手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が受給していた年金の種類、ご遺族の状況によって必要
な手続きや提出書類が異なります。事前に「問い合わせ先」にご確認く
ださい。
※受給していた年金が下記のみの場合は、区役所へお問い合わせくださ

い。【・遺族基礎年金・障害基礎年金・寡婦年金】

速やかに

手続き可能な人

ご遺族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ �亡くなられた方の基礎年金番号がわかるもの
　（年金手帳または基礎年金番号通知書または年金証書）

渋谷年金事務所
お客様相談室　　　　　　　
☎ 03-3462-1241

【自動音声案内1→2】　
国民健康保険課
国民年金係
☎ 03-3463-1797　　　
FAX：03-5458-4940　　

年金を受給していた

年金に加入中だった

必要な手続きの確認手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が加入していた年金の種類、ご遺族の状況によって必要
な手続きや提出書類が異なります。事前に「問い合わせ先」にご確認く
ださい。　　　
※�加入していた年金が国民年金の場合、下記の請求ができる場合があり

ますので、区役所へお問い合わせください。
 【・遺族基礎年金・寡婦年金・死亡一時金】

速やかに

手続き可能な人

ご遺族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ �亡くなられた方などの基礎年金番号がわかるもの

    （年金手帳または基礎年金番号通知書）

渋谷年金事務所
お客様相談室　　　　　
☎ 03-3462-1241

【自動音声案内1→2】
国民健康保険課
国民年金係
☎ 03-3463-1797　　　
FAX：03-5458-4940
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５．福祉（高齢者）に関する手続き

辞退申請書の提出および一部事業者は機器の返却手続き

手続き詳細 期　限

高齢者見守りサービスの利用期間中（利用開始日から12か月間）に亡くな
られた場合、利用停止の手続きおよび一部事業者は機器の返却が必要と
なります。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課
サービス事業係
☎ 03-3463-1873
FAX：03-3463-2873

高齢者見守りサービスを利用していた

郵送可

辞退申請書の提出および通報システム機器の撤去手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が高齢者救急通報システムを利用していた場合、利用停止
の手続きおよびご自宅に設置しているシステム機器の撤去作業が必要と
なります。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課　
サービス事業係
☎ 03-3463-1873
FAX：03-3463-2873

高齢者救急通報システムを利用していた

郵送・オンライン可
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５．福祉（高齢者）に関する手続き

取下げ届を提出手続き

手続き詳細 期　限

申込書を提出した第一希望の施設に、取り下げする旨をご連絡ください。 速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 本人情報（氏名・住所・介護保険被保険者証記載の被保険者
番号など）

高齢者福祉課　
高齢者相談支援係
☎ 03-3463-1989

FAX：03-3463-2873

区内特別養護老人ホームに申込をしていた

セーフティネット見守りサポートを利用していた

セーフティネット見守りサポート利用廃止の連絡手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が利用されていた場合には、利用登録をした地域包括支
援センターへ利用廃止する旨をご連絡ください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課　
高齢者相談支援係
☎ 03-3463-1989
FAX：03-3463-2873　
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５．福祉（高齢者）に関する手続き

高齢者おかえりサポートメールを利用していた

高齢者おかえりサポートメール登録廃止届の提出手続き

手続き詳細 期　限

対象者がお亡くなりになられた場合には、廃止届をすみやかに提出して
ください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課　
高齢者相談支援係
☎ 03-3463-1989
FAX：03-3463-2873　

認知症高齢者位置情報探索サービス事業廃止届手続き

GPSを活用した認知症高齢者位置情報探索サービスを利用していた

手続き詳細 期　限

対象者がお亡くなりになられた場合には、廃止届を提出し、すみやかに
GPSなどの機器を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課　
高齢者相談支援係
☎ 03-3463-1989
FAX：03-3463-2873

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

出
張
所
一
覧
・
相
談
窓
口

相
続
に
つ
い
て

広
告
掲
載
事
業
者

区
役
所
外
の
主
な
手
続
き

各
種
手
続
き



19

５．福祉（高齢者）に関する手続き

高齢者見守り対応事業利用廃止届の提出手続き

手続き詳細 期　限

対象者がお亡くなりになられた場合には、廃止届を提出し、すみやかに
キーホルダーを返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 高齢者福祉課　
高齢者相談支援係
☎ 03-3463-1989
FAX：03-3463-2873

見守りキーホルダーを利用していた

MEMO  
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6．介護保険に関する手続き

相続人による資格喪失届の提出手続き

介護保険課から送付する郵便物の送付先を変更したい

手続き詳細 期　限

後日、渋谷区より亡くなられた方の生前のご住所に保険料額の変更に関
するお手紙など、介護保険に関する郵便物を送付する場合があります。
独り暮らしをされていた方、施設に入居されていた方など、送付した郵
便物が返戻になるおそれのある方は同届をご提出ください。
なお、既に送付先指定届を提出されていて、亡くなられた後も送付先に
変更がない方は、改めて同届を提出する必要はありません。
※電話受付可。お電話でご郵送先をお伺いします。

亡くなられた日から

概ね14日以内
手続き可能な人

相続人、相続財産管理人
など相続関係を委任など
されている方も可（その場
合は委任などを受けてい
ることがわかるものを添付
してください）

必要なもの 問い合わせ先

□ 郵送先になる人の身分証明書 介護保険課 保険料係
☎ 03-3463-2013
FAX：03-5458-4934

証書の返却手続き

65歳以上または介護認定を受けていた

手続き詳細 期　限

介護保険被保険者証を返却してください。介護保険負担割合証および介
護保険負担限度額認定証を交付されていた場合は返却してください。

なお、証書の返却については各出張所でも受け付けています。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 介護保険被保険者証

□ 介護保険負担割合証

□ 介護保険負担限度額認定証

介護保険課 保険料係
☎ 03-3463-2013
FAX：03-5458-4934
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6．介護保険に関する手続き

手続き詳細 期　限

支給対象の方には区から申請書を郵送します。

すでに高額介護サービス費を受給していて、振込先が亡くなられた方の
口座の場合は、振込先の変更手続きが必要です。

※�後日給付がわかる場合もあるので、相続人が亡くなられた方と別の住
所の場合は、20ページの資格喪失届の届出の手続きを済ませておくと
ご案内を送ることができます。

介護サービスを利用した月
の翌月から 2 年

手続き可能な人

相続人代表者

必要なもの 問い合わせ先

□ ��亡くなられた方と相続人の関係がわかる書類
　 法定相続人の場合:戸籍謄本の写しなど
　 指定相続人の場合:遺言公正証書の写しなど
□ �相続人代表者の本人確認書類
  （�運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、介護保険被保険  

者証）
□ �相続人代表者の口座番号のわかるもの（通帳など）

介護保険課 介護給付係　
☎ 03-3463-1997
FAX：03-5458-4934

高額介護サービス費など支給申請書の提出手続き

介護（介護予防）サービスを利用していた
高額介護サービス費が発生していた

郵送可

MEMO  
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳または愛
の手帳（療育手帳）をお持ちだった場合、死亡日をもって喪失となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ �亡くなられた方の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳ま
たは愛の手帳（療育手帳）

障がい者福祉課 　
身体福祉係　
☎ 03-3463-1937
知的福祉係　
☎ 03-3463-1978
精神福祉係　
☎ 03-3463-1905　
FAX：03-5458-4935

手帳の返還手続き

障害児福祉手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払障害児福祉手当請求書の提出）

手続き

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛の手帳（療育手帳）を
交付されていた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害児福祉手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが
必要です。対象者によって必要書類が変わりますのでお問い合わせくだ
さい。

速やかに

手続き可能な人

同居のご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 未払い分がある場合は、亡くなられた方と相続人との関係がわ
かるもの

障がい者福祉課 給付係 
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

障害児福祉手当を受給していた

郵送可
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郵送可

７．福祉（障がい）に関する手続き

特別障害者手当資格喪失届の提出 
（未払い分がある場合は未支払特別障害者手当請求書の提出）

手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別障害者手当を受給していた場合、死亡月をもって
受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求の手続きが
必要です。対象者によって必要書類が変わりますのでお問い合わせくだ
さい。

速やかに

手続き可能な人

同居のご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 未払い分がある場合は、亡くなられた方と相続人との関係がわ
かるもの

障がい者福祉課 給付係 
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

特別障害者手当を受給していた

郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた児童の場合、死亡
月をもって受給資格が喪失となります。未払い分があれば請求の手続
きが必要です。他に特別児童扶養手当の対象児童がいる場合は額改定
の手続きとなります。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

子ども政策課
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942

【児童が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当資格喪失届（または額改定届）の提出
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出） 手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が特別児童扶養手当を受給していた保護者の場合、死亡
月をもって受給資格が喪失となります。未払い分の手当があれば請求と
なり、受給資格が継続するようであれば受給者変更の手続きとなります。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、対象児童の振込口座の通帳写し

□ 受給資格が継続する場合は、認定請求者の振込口座の通帳の
写し

子ども政策課
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942

【保護者が亡くなられた場合】

特別児童扶養手当資格喪失届の提出
（未払い分がある場合は未払特別児童扶養手当請求書の提出、受給
    資格が継続する場合は認定請求書の提出）

手続き

特別児童扶養手当を受給していた チ
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７．福祉（障がい）に関する手続き

心身障害者福祉手当異動届
（未払い分がある場合、未支払心身障害者福祉手当請求書の提出）

手続き 郵送可

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者福祉手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。対象者によって必要書類が変わりま
すのでお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

同居のご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 未払い分がある場合は、印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 未払い分がある場合は、亡くなられた方と相続人との関係がわ
かるもの

障がい者福祉課 給付係  
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が重度心身障害者手当を受給していた場合、死亡月を
もって受給資格が喪失となります。対象者によって必要書類が変わりま
すのでお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 印鑑

□ 未払い分がある場合は、相続人の振込口座のわかるもの

□ 未払い分がある場合は、亡くなられた方と相続人との関係がわ
かるもの

障がい者福祉課 給付係  
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

心身障害者福祉手当を受給していた

重度心身障害者手当を受給していた

重度心身障害者受給者死亡届
（未払い分がある場合、未支払重度心身障害者請求書の提出）

手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

自立支援医療受給者証を利用して通院していた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が自立支援医療受給者証をお持ちだった場合、死亡日を
もって使用不可となります。

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院）を返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証
　（更生医療・精神通院）

障がい者福祉課 
身体福祉係

（更生医療）
☎ 03-3463-1937
精神福祉係

（精神通院）
☎ 03-3463-1905　
FAX：03-5458-4935

手続き詳細 期　限

扶養共済制度に加入し、掛金を支払っていた方が亡くなられた場合、年

金支給請求の手続きが必要です。掛金を支払っていた方、年金受給予
定の方、年金を受給していた方が亡くなられた場合、東京都扶養共済事
務センターにてお手続きがありますのでお問い合わせください。

死亡日から14日以内

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

なし 障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935
東京都扶養共済事務
センター
☎ 03-3344-8633
FAX:03-3344-8596

心身障害者扶養共済制度の年金を利用していた（扶養年金）

自立支援医療受給者証（更生医療・精神通院）の返還手続き 郵送可

必要な手続きの確認手続き
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者医療費助成を受給していた場合、死亡日を
もって受給資格が喪失となります。未請求分の医療費領収書があれば請
求の手続きが必要です。区役所へお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の心身障害者医療費助成制度の受給者証

□ 未請求分の医療費領収書

□ 未請求分がある場合は相続人の振込口座のわかるもの

障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

心身障害者医療費助成制度の受給者証の返却
（未請求分の医療費領収書がある場合は未支払心身障害者医療助成
　費請求書の提出）

手続き

心身障害者医療費助成制度（マル障）の助成を受けていた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が難病など医療費助成（指定難病、都難病、人工透析、
血友病）を受けていた場合、受給者証あるいは医療券の返却が必要とな
ります。病院などで手続きが終わり次第、ご返却ください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の特定医療費（指定難病）受給者証あるいはマ
ル都医療券

障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

難病医療費助成を受けていた

特定医療費（指定難病）受給者証あるいはマル都医療券の返却手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が福祉タクシー券および福祉理美容券を利用していた
場合、死亡日をもって受給資格が喪失となります。未使用分の券があれ
ば返却となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の未使用分の福祉タクシー券および福祉理美容
券

障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924　
FAX：03-5458-4935

福祉タクシー券および福祉理美容券を利用していた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が自動車燃料費助成を受給していた場合、死亡日をもっ
て受給資格が喪失となります。未請求分の燃料費領収書があれば請求
の手続きが必要です。区役所へお問い合わせください。

速やかに

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 未請求分の燃料費領収書

□ 未請求分がある場合は相続人の振込口座のわかるもの

□ 未請求分がある場合は印鑑

障がい者福祉課 給付係  
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

心身障害者（児）自動車燃料費助成を受給していた

心身障害者（児）自動車燃料費助成受給資格者異動届の提出
（未請求分の燃料費領収書がある場合は心身障害者（児）
自動車燃料費助成金請求書の提出）

手続き

未使用分の福祉タクシー券および福祉理美容券の返却手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が障害福祉サービスを受給していた場合、死亡日をもっ
て障害福祉サービス受給者証の返却が必要となります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の障害福祉サービス受給者証 障がい者福祉課 
身体福祉係
☎ 03-3463-1937
知的福祉係
☎ 03-3463-1978
精神福祉係
☎ 03-3463-1905
FAX：03-5458-4935

障害福祉サービスを利用していた

障害福祉サービス受給者証の返却手続き 郵送可

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が児童通所給付を受給していた場合、死亡日をもって通
所受給者証の返却が必要となります。また、保護者が亡くなられた場合
は、保護者欄の変更が必要です。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の通所受給者証 障がい者福祉課 
身体福祉係
☎ 03-3463-1937
知的福祉係
☎ 03-3463-1978
精神福祉係
☎ 03-3463-1905
FAX：03-5458-4935

児童通所施設を利用していた

通所受給者証の返却または、保護者の変更手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者救急通報システムを利用していた場合、利
用停止の手続きおよびご自宅に設置しているシステム機器の撤去作業
が必要となります。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924　
FAX：03-5458-4935

心身障害者救急通報システムを利用していた

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が心身障害者緊急介護人または重度脳性麻痺者介護人
の派遣の制度を利用していた場合、廃止の手続きおよび介護給付券の
返却が必要となります。また、登録している介護人が専属の場合、その
介護人の廃止手続きも必要です

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の緊急介護給付券 障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924　
FAX：03-5458-4935

心身障害者緊急介護人、重度脳性麻痺者介護人の派遣を利用していた

異動届（廃止届）の提出および通報システム機器の撤去手続き 郵送可

登録取消届の提出および介護給付券の返却手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

亡くなられた方が、各種給付サービスをご利用していた場合、利用停止
の手続きが必要になります。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 障がい者福祉課 給付係
☎ 03-3463-1924
FAX：03-5458-4935

心身障害者（児）入浴介助、リフト付タクシー、介護タクシー利用料助成、
心身障害者寝具乾燥、配食サービスを利用していた

異動届（廃止届）の提出手続き 郵送可
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７．福祉（障がい）に関する手続き

手続き詳細 期　限

医療券を交付されていた方が亡くなられた場合、その医療券は死亡日の
翌日をもって使用不可となりますので、返却してください。

速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の医療券 地域保健課 地域医療係
☎ 03-3463-2433
FAX：03-5458-4937

東京都大気汚染医療費助成の医療券、B・C型ウイルス肝炎医療費助成
の医療券を交付されていた

医療券の返却手続き

手続き詳細 期　限

被爆者健康手帳、健康診断受診者証または健康診断受診票（２世）を
交付されていた方が亡くなられた場合は、手帳などの返却および死亡届
の提出をしてください。被爆者健康手帳をお持ちの方が亡くなられた場
合は、併せて葬祭料の支給申請ができます。

速やかに※葬祭料の支給
申請は死亡日から 5 年以内

手続き可能な人

戸籍法の規定による死亡
の届出義務者

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方によって届出書類が異なります。

⇒東京都保健医療局ホームページ［被爆者援護 こんなときどうし
たらいい？］で検索すると確認できます。

地域保健課 地域医療係
☎ 03-3463-2433　
FAX：03-5458-4937

被爆者健康手帳、健康診断受診者証または健康診断受診票（2世）を
交付されていた

被爆者健康手帳などの返却、葬祭料の支給申請手続き
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８．子どもに関する手続き

児童手当を受給していた 

受給者変更の手続き手続き

手続き詳細 期　限

児童手当の受給者が亡くなられた場合、未支払いの児童手当および受
給者の変更につき、手続きが必要となります。

原則、受給者が亡くなられ
た日の翌日から数えて15日
以内

必要なもの 手続き可能な人

【受給予定者の場合】

□ 金融機関の通帳またはキャッシュカード

□ 本人確認書類

【お子様の場合】

□ お子様名義の通帳またはキャッシュカード

受給者が亡くなられた後、
対象児童を監護する方

問い合わせ先

子ども政策課　
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942

児童扶養手当を受給していた 

受給者の死亡届を提出手続き

手続き詳細 期　限

受給者が亡くなられた場合、死亡日の属する月の手当までが支給され
ます。未払いの手当てがある場合は、別途手続きが必要ですので、ご相
談ください。

14日以内

手続き可能な人

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 手続きを行う方の本人確認書類 子ども政策課　
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942
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８．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

子ども医療費助成医療証を交付していた児童が亡くなられた場合、その
児童の医療証は死亡日をもって失効となりますので、返納または破棄して
ください。

なお、医療証の返納については各出張所でも受け付けています。

なし

手続き可能な人

児童の保護者

必要なもの 問い合わせ先

□ 児童の子ども医療費助成医療証 子ども政策課　
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942

手続き詳細 期　限

ひとり親家庭等医療費助成医療証を交付していた方が亡くなられた場
合、その医療証は死亡日をもって失効となりますので、返納または破棄し
てください。

なし

手続き可能な人

【児童が亡くなられた場合】

児童の保護者

【保護者が亡くなられた場合】

ご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方のひとり親家庭等医療費助成医療証

□ 手続きを行う方の本人確認書類

子ども政策課
子育て給付係
☎ 03-3463-2558
FAX：03-5458-4942

医療証の返納の手続き手続き

医療証の返納の手続き手続き

ひとり親家庭等医療費助成医療証を交付されていた

子ども医療費助成医療証を交付されていた チ
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８．子どもに関する手続き

手続き詳細 期　限

養育医療券を交付されていた方が亡くなられた場合、その医療券は死亡
日の翌日をもって使用不可となりますので、返却または破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の養育医療券 地域保健課
地域医療係
☎ 03-3463-2433
FAX：03-5458-4937

手続き詳細 期　限

受給者証を交付されていた方が亡くなられた場合、その受給者証は死亡
日の翌日をもって使用不可となりますので、返却または破棄してください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

□ 亡くなられた方の自立支援医療受給者証（育成医療） 地域保健課 
地域医療係
☎ 03-3463-2433　
FAX：03-5458-4937 

医療券の返却手続き

受給者証の返却手続き

自立支援医療受給者証（育成医療）を交付されていた

養育医療券を交付されていたチ
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８．子どもに関する手続き

９．その他の手続き

手続き詳細 期　限

占用許可を廃止する場合は占用廃止届の提出を、名義の変更をする場
合は変更申請を行ってください。

できるだけ速やかに

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

【道路占用の廃止】
□ 道路占用廃止届および物件撤去後の写真　

【名義の変更】
□ 道路占用許可変更届※新占用者（新所有者）の押印必須

企画管理課 占用係
☎ 03-3463-2784
FAX：03-5458-4908

占用許可の廃止または変更手続き手続き

道路を占用していた

受給者証の返却手続き

手続き詳細 期　限

受給者証を交付されていた方が亡くなられた場合、その受給者証は
死亡日の翌日をもって使用不可となりますので、返却してください。

速やかに

必要なもの 手続き可能な人

□ 亡くなられた方の小児慢性特定疾病医療受給者証 どなたでも可

問い合わせ先

地域保健課 地域医療係
☎ 03-3463-2433
FAX：03-5458-4937

小児慢性特定疾病医療受給者証を交付されていた チ
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９．その他の手続き

手続き詳細 期　限

概ね45リットルのごみ袋で4袋以上を一括して処理す
る場合は、有料で収集いたします。
通常の排出時と同様に分別を行ってください。
なお、粗大ごみ、家電リサイクル対象品目などは対象
外となります。
45リットル1袋300円     7０リットル1袋600円

なし

手続き可能な人

基本的にご親族の方

必要なもの 問い合わせ先

なし 清掃リサイクル課 清掃事務所
☎ 03-5467-4300　FAX：03-5467-4301

家財整理をしたい

多量のごみを出す場合（臨時ごみ）手続き①

手続き詳細 期　限

一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。

対応業者については、渋谷区清掃事務所までお問い
合わせください。

なし

手続き可能な人

どなたでも可

必要なもの 問い合わせ先

なし 清掃リサイクル課 清掃事務所
☎ 03-5467-4300　FAX：03-5467-4301

遺品整理などしてくれる業者を紹介して欲しい。手続き②

MEMO  
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９．その他の手続き

手続き詳細 期　限

空家等の管理・処分・相続等、広く空家等に関するお悩みに
ついてご相談できます。相談内容に応じて、弁護士や司法書士、
税理士といった専門家と連携し助言・提案を行います。
相談は無料ですが、相談後に実務を伴う個別の依頼をする場
合については、別途依頼内容に応じて費用が発生します。

なし

手続き可能な人

渋谷区民または渋谷区内に空家等を所有
（予定）する方

必要なもの 問い合わせ先

なし 渋谷区空家等ワンストップ相談窓口
（NPO 法人空家・空地管理センター）

☎ 0120-336-366
（受付時間　9 時～ 17 時（※土・日・祝除く））

空家等ワンストップ相談窓口への相談手続き

実家が空家になった（なりそう）  ※区役所外手続き

MEMO  
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出張所一覧

項番 出張所名 問い合わせ先

1 恵比寿駅前出張所 03-3280-0701

2 区民サービスセンター 03-3797-0935

3 上原出張所 03-3467-2551

4 西原出張所 03-3466-7187

5 初台出張所 03-3370-0296

6 本町出張所 03-3377-6171

7 笹塚出張所 03-3376-1428

8 千駄ヶ谷出張所 03-3402-7377

9 神宮前出張所 03-3400-3627

犯罪被害に遭った方またはご家族などが犯罪被害に遭った方の相談窓口

専門の相談員による無料相談を行っています。
事前に渋谷区公式 LINE または渋谷区コールセンター（03-3463-1211）に
電話で予約をしてください。
対象者：区内在住、区内在勤の人
利用回数：各相談ごと年度内（4 月～翌年 3 月）3 回まで
利用方法：毎月第３火曜日 9:00 から翌月１ケ月分の予約枠を開放します。
渋谷区公式 LINE または電話での予約が必要です（先着順）。
※（注）窓口では相談の予約を受け付けていません。
その他詳細は、渋谷区ポータルサイトにてご確認ください。

区民相談窓口のご案内

犯罪などによる被害に遭われた方やその家族の方が、必要な支援を受けられるよ
う、犯罪被害者などの支援を専門とする相談員が、様々な不安や問題などの相談
を受け付け、必要に応じて、面接相談や各種支援を行います。

ご予約は
こちらから

渋谷区公式
LINE

  犯罪被害者などのための東京都総合相談窓口
  （公益社団法人被害者支援都民センター）

   月・木・金 午前 9：30 ～午後 5：30

   火・水 午前 9：30 ～午後 7：00

   ※ただし、土・日・祝日および年末年始を除きます。

   電話番号　03-3222-9050    
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種　類 日　時 相談枠 相談員 内　容

事
　
　
前
　
　
予
　
　
約
　
　
制

法律相談

毎週月・木曜日 
（月曜日が祝日の場合

は翌火曜日に実施） 
【定員】��㈪：10 人

　　　  ㈭：15 人

①13:00～13:40 
②13:45～14:25 
③14:30～15:10 
④15:25～16:05 
⑤16:10～16:50

弁護士
相続関係・離婚・土地・家屋・
金銭問題など、法律に関するこ
と

不動産相談 毎月第１・３水曜日 
【定員】８人

①13:00～14:00 
②14:00～15:00 
③15:00～16:00 
④16:00～17:00

宅建協会 
相談員

土地・家屋の売買および賃貸
借、契約や更新など、不動産に
関すること
※�土地家屋の相続の相談は法律

相談です。
※土地家屋の売買、譲渡、相続

の税金相談は税務相談をご利
用ください。

税務相談
毎月第１・２・３・４
水曜日 

【定員】４人

①13:00～14:00 
②14:00～15:00 
③15:00～16:00 
④16:00～17:00

税理士 所得税・相続税・贈与税など
税金に関すること

司法書士
相談

毎月第２・４水曜日 
【定員】第 2 ㈬：12 人 
　　   第 4 ㈬： 6  人

①13:00～13:30 
②13:30～14:00 
③14:00～14:30 
④14:30～15:00 
⑤15:00～15:30 
⑥15:30～16:00

司法書士
相続・遺言書作成・成年後
見・不動産登記・金銭問題な
ど

行政書士
相談

毎月第２・４金曜日 
【定員】６人

①10:00～10:50 
②11:00～11:50 
③12:00～12:50 
④13:00～13:50 
⑤14:00～14:50 
⑥15:00～15:50

行政書士 相続手続き 
遺言書関係など

社会保険
相談

毎月第１・３金曜日 
【定員】６人

①10:00～10:50 
②11:00～11:50 
③12:00～12:50 
④13:00～13:50 
⑤14:00～14:50 
⑥15:00～15:50

社会保険 
労務士 健康保険・年金など

〇月の最初に訪れる曜日を、第 1 週と数えます。　〇第 5 週目は、法律相談のみ行います。
〇年末 12 月 27 日～年始 1 月 7 日までは各種相談はお休みです。〇いずれの相談においても、電話相談が可能です。 
〇相談は無料です。

【予約および問い合わせ先】
渋谷区コールセンター　☎ 03-3463-1211
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MEMO  

その他の相談機関

相談機関 電話番号 備考

税
務
相
談

東京税理士会
（納税者支援センター）

☎ 03-3356-7137
（面談・電話）

月～金 10：00 ～ 12：00・
　　   13：00 ～ 16：00

（ただし午後の受付は 15：30 まで）

大変混み合うため、かかりにく
いことをご了承のうえ、ご利用

ください。
※面談相談はHPより予約

東京税理士会渋谷支部
（納税者支援センター渋谷）

☎ 03-3461-2938
（面談・電話予約）

月～金   9：00 ～ 12：00・
　　　13：00 ～ 17：00 

※相談日時は予約時に確認
相談は毎週火曜日のみ

また相談は税理士関与がない
方に限ります

司
法
書
士
相
談

東京司法書士会
総合相談センター

（四谷）

☎ 03-3353-9205
（面談・電話予約）

月～金   9：00 ～ 12：00・
　　　13：00 ～ 16：30 

※相談日時は予約時に確認
東京司法書士会のHPからも

予約可能
相続・遺言・登記等

司法書士ホットライン

☎ 03-3353-2700
（電話）月～金 10：00 ～ 15：45

☎ 042-540-0663
（電話）水・木 17：00 ～ 19：45

電話10分程度
相続・遺言・登記等

行
政
書
士
相
談

東京都行政書士会 
市民相談センター
無料電話相談

☎ 03-5489-2411
（電話）月～金 12：30 ～ 16：30 

※祝祭日・年末年始等除く

30分程度
相続手続き・遺言書関係など
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少し落ち着いてから行う区役所外での手続きチェックリスト

該当事項 ✓ 主な手続き 問い合わせ先

運転免許証 □ 返納手続き 最寄りの警察署

恩給を受給していた □
総務省恩給相談室へ
お問い合わせください。

総務省恩給相談室 
☎ 03-5273-1400

預貯金口座など □ 口座凍結解除の手続き 各金融機関

生命保険など □
死亡保険金の請求、
入院給付金の請求など

加入していた生命保険会社
または代理店

損害保険など □ 名義変更、解約など
加入していた損害保険会社

または代理店

国税 □
相続税・所得税・消費税
申告などに関する手続き

渋谷税務署
☎ 03-3463-9181

都税 □
固定資産税・都市計画税
に関する手続き

渋谷都税事務所
（※土地・家屋が渋谷区

にある場合）
☎ 03-5422-8780

不動産登記 □
土地・家屋などの所有者
移転（相続）登記など

東京法務局渋谷出張所
☎ 03-3463-7671

クレジットカード □ 解約

各契約会社

固定電話、携帯電話 □ 契約継承、解約

インターネット □

名義変更、解約

電気・ガス □

ケーブルテレビ □

上下水道 □
東京都水道局

お客様センター
☎ 03-5326-1101

NHK 受信料 □
ＮＨＫふれあいセンター

☎ 0120-151515

シルバーパス □

返 還（1,000 円 を 超 え
る金額で購入した方は、
一部払戻しを受けられ
る場合があります）

一般社団法人
東京バス協会 

シルバーパス専用電話 
☎ 03-5308-6950

※手続きに必要な書類の中には、区役所で発行できるもの（戸籍・住民票・税関係証明書）が必要と
なる場合があります。各契約会社などにお問い合わせいただいてから、区役所にお越しいただくと手
続きが進めやすくなります。

□
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銀行口座凍結時の解除の方法

口座凍結解除の大まかな流れ

1. 金融機関窓口に口座凍結解除依頼

2. 口座凍結解除に必要な書類の収集

3. 凍結解除の必要書類を銀行に提出

※金融機関毎に必要な書類が異なるため、詳細は各金融機関にお問い合わせください

必要書類の準備

A B C D

遺産執行者さまが
お手続きされる場合

受遺者さまが
お手続きされる場合

遺産分割協議書が
ある場合

遺言書・遺産分割
協議書がない場合

　　　遺言書はありますか？

遺言書どおりに相続しますか？

手続きをされる方は
遺産執行者さまですか？ 遺産分割協議書がありますか？

はい

はい

はい はい

いいえ

いいえいいえ

いいえ
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MEMO  

対象者 必要書類 入手先

全員 被相続人（故人）の通帳・証書、キャッシュカードなど ご遺族

全員 被相続人（故人）の戸籍謄本 市区町村

全員 各金融機関の必要書類 各金融機関

A  B

C  D

相続人の印鑑証明
・遺言書がある場合：遺言執行者分
・遺言書がない場合：相続人全員分

市区町村

A  B 遺言書（原本） ご遺族

A  B
検認調書または、検認済証明書（原本）
※自筆証書遺言で法務局への保管制度を利用されていな

い場合
家庭裁判所

C 遺産分割協議書（原本） ご遺族

C  D 相続人全員分の戸籍謄本 市区町村

D
相続関係届出書
（金融機関により名称が異なります）

各金融機関

代表的な持ち物 

銀行口座凍結時の解除の方法
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✓ 項　目 期　日 備　考

□ 相続人の調査・確定

速やかに

相続人を確定させるためには、故人の出生から
死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。区役
所の窓口で「相続に使用するため出生から死亡ま
での戸籍謄本が必要です」と申し出れば取得で
きます。

□ 遺言書の調査

自筆証書遺言は、自宅で探索または法務局で調査
してください。
公正証書遺言は、お近くの公証役場で検索してくだ
さい。

□ 遺言書の検認
法務局以外で発見された自筆証書遺言の場合は、
「未開封」の状態で家庭裁判所の検認が必要と
なります。

□ 相続財産の調査

被相続人の預金通帳および郵便物から調査し、
各事業者に問い合わせすることで、相続財産のほ
とんどを知ることができます。また、自宅以外の
不動産を所有している場合は、都税事務所で「名
寄帳」を取得することで、課税対象の不動産のすべ
てを知ることができます。

□
遺産分割協議
（協議書の作成）

共同相続人全員で遺産分割協議を行い、合意する
必要があります。合意後、金融機関や税務署、法
務局などへ提出する為の遺産分割協議書の作成
が必要となります。

□ 相続放棄・限定承認 ３ヶ月以内
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所への申述
が必要となります。申述書の作成など必要な対応
があるため、家庭裁判所にご確認ください。

□

相続に関する手続きチェックリスト
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相続に関する手続きチェックリスト

✓ 項　目 期　日 備　考

□ 所得税の準確定申告 ４ヶ月以内

被相続人に1月1日から死亡日まで所得があった
場合は、相続人が1月1日から死亡した日までに
確定した所得金額および税額を計算して、相続
の開始があったことを知った日の翌日から４ヶ月以
内に申告と納税をしなければなりません。

□ 相続税の申告・納付 10ヶ月以内

各相続人が相続や遺贈などにより取得した財産の
価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税
の課税対象となります。

基礎控除額＝
3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数

□

MEMO  
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…継承順位第一位

…継承順位第二位

…継承順位第三位

祖父祖父 祖母祖母 曾祖
父母

曾祖
父母

母おじ
おば

おじ
おば

父 おじ
おば

おじ
おば

配偶者兄弟
姉妹

故人兄弟
姉妹

兄弟
姉妹

甥・姪甥・姪甥・姪

子子 子子 子子

孫孫 孫孫 孫孫

曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫 曾孫

被相続人や相続人の関係を法務局に証明してもらう制度として法定相続情報証明制度があります。本制度

により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預金の

払戻しなど、様々な相続手続きに利用されることで、相続手続きに係る相続人・手続きの担当部署双方の

負担を軽減することができます。

詳しくは法務局の HP（https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html）をご覧ください。

家系図 （３親など内の親族）
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故人の財産について

不
動
産

所在地 名義人 持ち分 備　考

預
貯
金

金融機関名 支店名 金　額 備　考

そ
の
他
の
資
産

名　称 内　容 保管場所など 備　考

借
入
金
・
ロ
ー
ン

借入先 金　額 返済方法 備　考

生
命
保
険
・
損
害
保
険

保険会社 種類・内容 受取人 備　考

公
的
年
金

基礎年金番号 種　類 受給金額 備　考

個
人
年
金
・
企
業
年
金

名　称 番号・記号など 受給金額 備　考

そ
の
他
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· 早めに、相続した土地・建物の相続登記をすることがおすすめです。
　相続の際、相続登記の免税措置も拡大されています。
·相続の際、遺産分割を早めに済ませることが大切です。
· 法改正以前に所有している相続登記・住所などの変更登記が済んでいない
　不動産についても、登記が義務化されます。
·問い合わせは、不動産の所在地を管轄している法務局へお願いいたします。
   相続・登記の専門家への相談もご検討ください。

相続で不動産取得を知った日から3年以内に申請
しなければなりません。正当な理由がなく義務に
反した場合、10万円以下の過料の対象となります。

不動産取得を知った日から3年以内に申請

反した場合、10万円以下の過料

   相続登記の申請の流れ

　戸籍関係書類の取得

相続開始の証明と法定相続人の特定

　遺産分割協議・協議書の作成

協議・話し合いによる土地・建物の 所有者の確定とその書面化

　登記申請書の作成

法務局（登記所）提出書類の作成

　登記申請書の提出

法務局（登記所）へ提出

　登記完了
法務局（登記所）から登記完了証・ 登記識別情報通知書の交付

令和 6年

4 月1日 から

遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、
次のステップ①からステップ⑤までの流れで行います。

ステップ
①

ステップ
②

ステップ
③

ステップ
④

ステップ
⑤

不動産不動産のの相続登記相続登記のルのルーールルがが

大きく変わりました。大きく変わりました。
義務に
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法定相続情報証明制度
あなた

の手続きを応援します！

　法定相続情報証明制度を利用することで、各種相続手続きで戸籍謄本の束を
何度も出し直す必要がなくなります。（※１）

（※１）相続手続きで必要となる書類は、各機関で異なりますので、提出先にご照会ください。

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

戸籍書類一式 法定相続情報
一覧図の写し
※無料で必要な通数
　を交付

A銀行
（預金払戻）

B銀行
（預金払戻）

登記所
（相続登記）

制度の概要

POINT

戸籍の収集や一覧
図の作成などの手
続きは専門家（※2）
に依頼することも可
能です。
（※2）弁護士、司法書士、

土地家屋調査士、
税理士、社会保険
労務士、弁理士、
海事代理士、行政
書士

①申出（法定相続人または代理人）

1.市区町村の窓口で戸除籍謄本などを収集します。

2.法定相続情報一覧図を作成します。

3.所定の申出書を記載し、１および２の書類を添付し
て登記所に申出をします。

②確認・交付（登記所）

1.登記官による確認の後、法定相続情報一覧図を
保管します。

2.認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付し、
戸除籍謄本などを返却します。

③利用

各種相続手続きにお使いください。

法定相続情報証明制度に関する詳しい手続きは 

法務局ホームページ 検索

法定相続情報証明制度

利用する場合利用しない場合

POINT

相続手続きがいく
つもある場合にお
勧めです。手続きが
同時に進められ、時
間短縮につながり
ます。

法定相続情報証明制度について
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MEMO  
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